
２1.　6.　1
※システムなどの都合により各種通知などの元号
が平成として表記されている場合があります。

録
の
あ
る
方
）
は
、
現
況
届
の
提

出
は
不
要
で
す
。　

月
か
ら
使
用

１０

す
る
医
療
証
は
９
月
末
に
郵
送
し

ま
す
。

◎
市
に
所
得
情
報
が
な
い
方
（
平

成　
年
１
月
２
日
以
降
に
転
入
し

３１
た
方
、
転
入
後
に
出
生
届
け
出
を

し
た
方
な
ど
）
で
児
童
手
当
の
現

況
届
を
提
出
し
た
方
＝
医
療
証
も

更
新
さ
れ
、所
得
情
報
が
あ
る
方

と
同
様
に
医
療
証
を
９
月
末
に
郵

送
し
ま
す

◎
市
に
所
得
情
報
が
な
い
方
（
児

童
手
当
を
市
か
ら
受
給
し
て
い
な

い
方
、生
計
中
心
者
が
市
外
の
方
）

＝
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

提
出
が
必
要
な
方
に
は
、現
況
届

児
童
手
当
・
児
童
育
成
手
当 

を
受
給
し
て
い
る
方
は 

現
況
届
の
提
出
を

　
現
況
届
は
、毎
年
６
月
１
日
現

在
の
状
況
に
よ
り
、引
き
続
き
手

当
を
受
け
る
た
め
の
要
件
を
満
た

し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
も
の
で

す
。現
況
届
が
未
提
出
の
場
合
、６

月
分
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な

く
な
り
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ

さ
い
。

　
児
童
手
当
が
勤
務
先
か
ら
支
給

さ
れ
て
い
る
公
務
員
の
方
は
、市

で
の
手
続
き
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
該
当
す
る
現
況
届
を
６
月
７
日

（
金
）に
郵
送
し
ま
す
の
で
、必
要

事
項
を
記
入
し
、添
付
書
類
を
ご

用
意
の
上
、次
の
通
り
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　
【
提
出
期
限
】
６
月　
日
（
金
）

２８

　
【
提
出
方
法
】児
童
手
当
＝
同
封

の
返
信
用
封
筒
で
郵
送
し
て
く
だ

さ
い
▼
児
童
育
成
手
当
＝
直
接
児

童
青
少
年
課（
市
役
所
２
階
）へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い

乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
・ 

義
務
教
育
就
学
児
医
療
費 

助
成
制
度
現
況
届

◎
市
に
所
得
情
報
が
あ
る
方
＝

（
平
成　
年
１
月
１
日
に
住
民
登

３１

を
６
月
７
日（
金
）に
郵
送
し
ま
す

の
で
、必
要
事
項
を
記
入
し
、添
付

書
類
を
ご
用
意
の
上
、次
の
通
り

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。現
況
届
が

未
提
出
の
場
合
、　
月
以
降
の
医

１０

療
証
の
交
付
が
受
け
ら
れ
な
く
な

り
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い

　
【
提
出
期
限
】
６
月　
日（
金
）

２８

　
【
提
出
方
法
】同
封
の
返
信
用
封

筒
で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い

健
康
保
険
証
の
資
格
確
認

　
現
在
、医
療
証
を
お
持
ち
の
方

で
、お
子
さ
ん
の
加
入
し
て
い
る

健
康
保
険
証
が
変
わ
っ
た
と
き
は
、

届
け
出
が
必
要
で
す
。お
済
み
で

な
い
場
合
は
、新
し
い
健
康
保
険

証
の
写
し
を
添
え
て
同
課
に
変
更

届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
課
助
成
支
援
係
☎

４
７
０・７
７
３
６
へ
。

　
平
成　
年
度
市
民
税
・
都
民
税

３１

の
納
税
通
知
書
を
６
月　
日（
月
）

１０

に
発
送
し
ま
す
。
今
回
発
送
す
る

納
税
通
知
書
は
、
徴
収
方
法
が
普

通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は
口
座
振

替
に
よ
る
納
付
）
の
方
と
、
公
的

年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
（
年
金
天

引
き
）
の
方
が
対
象
で
す
。

　
※
非
課
税
の
方
へ
の
送
付
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
徴
収
方
法
が

給
与
か
ら
の
特
別
徴
収
（
給
与
天

引
き
）
に
な
っ
て
い
る
方
に
は
、

特
別
徴
収
税
額
の
決
定
通
知
書

（
納
税
義
務
者
用
）
を
勤
務
先
へ

送
付
し
て
い
ま
す
。

◎
給
与
天
引
き
し
て
い
る
方
で
納

税
通
知
書
が
届
く
方

　
給
与
以
外
の
収
入（
公
的
年
金

な
ど
の
雑
所
得
、事
業
所
得
、不
動

産
所
得
な
ど
）が
あ
っ
た
方
は
、徴

収
方
法
が
特
別
徴
収
と
普
通
徴
収

の
両
方
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
場
合
は
給
与
か
ら
の
特
別
徴

収
の
方
も
納
税
通
知
書
が
届
き
ま

す
の
で
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◎
公
的
年
金
か
ら
の
天
引
き
が
中

止
に
な
る
方

　
市
民
税
・
都
民
税
を
公
的
年
金

か
ら
の
天
引
き
で
納
め
て
い
た
だ

く
方
の
平
成　
年
度
市
民
税
・
都

３１

民
税
の
税
額
が
、
平
成　
年
度
か

３０

ら
大
幅
に
減
少
し
た
場
合
、
公
的

年
金
か
ら
の
天
引
き
が
８
月
か
ら

中
止
に
な
り
ま
す
。
そ
の
際
、
納

め
過
ぎ
が
発
生
し
還
付
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
前
記
に

該
当
す
る
方
は
納
税
通
知
書
の
備

考
欄
に
「
公
的
年
金
か
ら
の
特
別

徴
収
を
８
月
よ
り
中
止
し
ま
す
」

と
記
載
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
還

付
に
な
る
場
合
は
納
税
課
か
ら
後

日
通
知
を
発
送
し
ま
す
。

◎　
歳
未
満
で
公
的
年
金
と
給
与

６５
所
得
が
あ
る
方

　
　
歳
未
満
で
公
的
年
金
な
ど
の

６５
所
得
と
給
与
所
得
が
あ
り
、
給
与

所
得
に
係
る
市
民
税
・
都
民
税
が

給
与
か
ら
特
別
徴
収
（
給
与
天
引

き
）
さ
れ
て
い
る
方
は
、
公
的
年

金
な
ど
の
所
得
と
合
わ
せ
て
給
与

か
ら
特
別
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
、
勤
務
先

の
担
当
者
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。
な
お
、
給
与
所
得
に
係
る
市

民
税
・
都
民
税
の
徴
収
方
法
が
普

通
徴
収
の
方
の
取
り
扱
い
は
変
更

あ
り
ま
せ
ん
。

◎
市
民
税
・
都
民
税
の
税
率

　
市
民
税
・
都
民
税
は
、
均
等
割

額
と
所
得
割
額
の
合
計
が
、
年
税

額
と
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
▼
均

等
割
額
＝
所
得
金
額
に
関
わ
ら
ず

５
０
０
０
円
（
市
民
税
３
５
０
０

円
、
都
民
税
１
５
０
０
円
）
▼
所

得
割
額
＝
一
律　
％
（
市
民
税
６

１０

％
、
都
民
税
４
％
）。

◎
平
成　
年
度
課
税
・
非
課
税
証

３１

明
書
　
平
成　
年
度
の
同
証
明
書
は
６

３１

月　
日
（
月
）
か
ら
発
行
し
ま
す
。

１０
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
同

証
明
書
と
納
税
証
明
書
の
発
行
は
、

シ
ス
テ
ム
更
新
作
業
の
た
め
、
６

月
７
日
（
金
）
午
後
８
時
ご
ろ
か

ら
停
止
し
、　

日
（
火
）
午
前
６

１１

時
半
か
ら
開
始
し
ま
す
。
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
課
税
課
市
民
税
係
☎

４
７
０・７
７
７
７（
内
線
２
３
３

３
～
２
３
３
７
）へ
。

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、

一
定
の
金
額
を
負
担
す
る
「
均
等

割
額
」
と
前
年
の
所
得
に
応
じ
て

負
担
す
る
「
所
得
割
額
」
を
合
計

し
た
額
を
被
保
険
者
一
人
ひ
と
り

に
納
め
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

　
同
保
険
料
は
、
世
帯
の
所
得
水

準
に
応
じ
て
軽
減
さ
れ
ま
す
が
、

制
度
の
持
続
性
を
高
め
、世
代
間・

世
代
内
の
公
平
性
を
図
り
、
負
担

能
力
に
応
じ
た
負
担
を
求
め
る
観

点
か
ら
、
平
成　
年
度
の
軽
減
特

３１

例
が
次
の
通
り
見
直
さ
れ
ま
し
た
。

　
◎
均
等
割
額
の
軽
減　
同
じ
世

帯
の
被
保
険
者
全
員
と
世
帯
主
の

総
所
得
金
額
等
を
合
計
し
た
額

（
※
１
）
を
基
に
均
等
割
額
を
軽

減
し
ま
す
。　

歳
以
上
の
方
の
公

６５

的
年
金
所
得
に
つ
い
て
は
、
そ
の

所
得
か
ら
さ
ら
に
高
齢
者
特
別
控

除
額　
万
円
を
差
し
引
い
た
額
で

１５

判
定
し
ま
す
（
下
表
１
参
照
）

　
（
※
１
）総
所
得
金
額
等
を
合
計

し
た
額
＝
前
年
の
総
所
得
金
額
、

山
林
所
得
金
額
、
株
式
・
長
期

（
短
期
）
譲
渡
所
得
金
額
の
合
計

（
退
職
所
得
を
除
く
）
で
、
事
業

専
従
者
控
除
、
譲
渡
所
得
の
特
別

控
除
が
あ
る
場
合
は
、
均
等
割
額

の
軽
減
判
定
額
の
算
出
の
際
に
必

要
経
費
と
し
て
算
入
、
ま
た
は
控

除
し
ま
せ
ん

　
◎
所
得
割
額
の
軽
減　
平
成　
３１

年
度
の
軽
減
割
合
は
平
成　
年
度

３０

と
同
じ
で
す
。
所
得
が
基
準
額
を

超
え
な
い
被
保
険
者
は
、
所
得
割

額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
（
左
表
２
参

照
）
　
◎
被
扶
養
者
軽
減　
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
の
対
象
に
な
っ
た
日

の
前
日
ま
で
会
社
の
健
康
保
険

（
国
保
・
国
保
組
合
を
除
く
）
な

ど
の
被
扶
養
者
だ
っ
た
方
は
、
均

等
割
額
が
軽
減
さ
れ
、
当
面
の
間
、

所
得
割
額
は
掛
か
り
ま
せ
ん
（
左

表
３
参
照
）

　
【
被
扶
養
者
軽
減
の
期
間
】均
等

割
額
は
、
制
度
加
入
か
ら
２
年
を

経
過
す
る
月
ま
で
軽
減
さ
れ
ま
す

（
平
成　
年
４
月　
日
以
前
に
対

２９

３０

象
に
な
っ
た
方
は
平
成　
年
３
月

３１

　
日
を
も
っ
て
終
了
し
ま
し
た
）

３１
　
※
低
所
得
者
に
よ
る
均
等
割
額

の
軽
減
（
左
上
表
１
参
照
）
に
該

当
す
る
場
合
は
、
軽
減
割
合
の
高

い
方
が
優
先
さ
れ
ま
す
。

　
詳
し
く
は
保
険
年
金
課
高
齢
者

医
療
係
☎
４
７
０
・
７
８
４
６
へ
。

　
国
民
健
康
保
険（
国
保
）は
、病

気
や
け
が
を
し
た
と
き
に
、加
入

す
る
皆
さ
ん
が
経
済
的
負
担
を
抑

え
、安
心
し
て
医
療
が
受
け
ら
れ

る
よ
う
に
保
険
と
し
て
制
度
化
さ

れ
た
も
の
で
す
。国
保
制
度
は
財

源
を
国
や
都
な
ど
の
公
費
と
、加

入
者
の
皆
さ
ん
か
ら
納
め
て
い
た

だ
く
国
保
税
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ

て
い
ま
す
が
、近
年
の
急
速
な
高

齢
化
や
医
療
技
術
の
高
度
化
な
ど

に
よ
り
、極
め
て
厳
し
い
財
政
運

営
を
強
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

平
成　

年
度
国
保
税
の 

３１

税
率
改
定
に
つ
い
て

　
昨
年
度
か
ら
、都
が
市
と
共
に

保
険
者
と
な
り
、一
体
と
な
っ
て

新
た
に
制
度
を
運
営
し
て
い
ま
す
。

都
が
財
政
運
営
の
責
任
主
体
と
な

り
、市
は
都
が
決
定
し
た
納
付
金

を
納
め
、都
か
ら
医
療
費
の
支
払

い
に
必
要
な
交
付
金
を
受
け
取
る

仕
組
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、市
か
ら
都
へ
の
納
付

金
の
支
払
い
に
要
す
る
財
源
不
足

額
が
、約
７
億
１
８
０
０
万
円
に

上
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

財
源
の
不
足
は
国
保
税
に
よ
っ
て

対
応
す
る
こ
と
が
基
本
で
す
が
、

そ
の
す
べ
て
を
国
保
税
の
引
き
上

げ
で
補
う
と
加
入
者
の
皆
さ
ん
の

多
大
な
負
担
に
な
る
こ
と
か
ら
、

今
年
度
は
納
付
金
の
財
源
の
補
て

ん
に
一
般
会
計
繰
入
金（
赤
字
繰

り
入
れ
）を
３
億
７
２
０
０
万
円
、

国
民
健
康
保
険
事
業
運
営
基
金

（
貯
金
）か
ら
５
０
０
０
万
円
を
投

入
し
た
上
で
、改
定
総
額
を
約
１

３
０
０
万
円
と
し
ま
し
た
。そ
の

結
果
、１
人
当
た
り
の
平
均
引
き

上
げ
額
は
約
４
５
８
円
と
な
っ
て

い
ま
す（
下
表
１
）。た
だ
し
、保
健

事
業
な
ど
の
そ
の
他
の
財
源
不
足

額
へ
の
対
応
分
を
合
わ
せ
た
一
般

会
計
か
ら
の
繰
り
入
れ（
赤
字
繰

り
入
れ
）は
、約
５
億
２
５
７
１
万

円
に
上
り
、依
然
と
し
て
非
常
に

厳
し
い
予
算
と
な
っ
て
い
ま
す
。

国
保
税
の
算
定
方
法

　
国
保
税
は
、負
担
能
力
に
応
じ

て
算
出
さ
れ
る
所
得
割
と
、受
益

者
負
担
の
観
点
か
ら
負
担
い
た
だ

く
均
等
割
の
合
算
に
よ
り
計
算
さ

れ
ま
す
。

　
◎
所
得
割
＝
課
税
年
度
の
前
年

中
に
お
け
る
被
保
険
者
の
所
得
に

応
じ
て
計
算

　
◎
均
等
割
＝
世
帯
の
被
保
険
者

数
に
応
じ
て
計
算

平
成　

年
度
の
変
更
点

３１

　
◎
課
税
限
度
額
の
引
き
上
げ
＝

左
表
１
の
通
り

　
◎
５
割
・
２
割
軽
減
判
定
所
得

の
見
直
し
＝
５
割・２
割
軽
減
判

定
所
得
の
基
準
を
、経
済
動
向
を

踏
ま
え
て
見
直
し
、基
準
を
緩
和

し
ま
す

　
◎
総
額
約
１
３
０
０
万
円
の
改

定
＝
所
得
割
率
お
よ
び
課
税
限
度

額
の
引
き
上
げ
な
ど
に
よ
り
改
定

し
ま
す

　
◎
非
自
発
的
失
業
の
軽
減
申
告

に
関
す
る
規
定
の
見
直
し
＝
非
自

発
的
失
業
の
軽
減
申
告
に
当
た
り
、

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
な
ど
の

提
示
に
つ
い
て
文
言
を
整
理
し
ま

し
た
　
◎
応
益
割
（
均
等
割
）
に
係
る

旧
被
扶
養
者
減
免
の
減
免
期
間
の

見
直
し
＝
旧
被
扶
養
者
に
係
る
応

益
割（
均
等
割
）に
つ
い
て
、後
期

高
齢
者
医
療
制
度
と
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様
に
、資

格
取
得
日
の
属
す
る
月
以
後
２
年

を
経
過
す
る
ま
で
の
月
の
間
に
限

り
実
施
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す

（
平
成　
年
４
月
以
前
に
対
象
に

２９

な
っ
た
方
は
平
成　
年
度
以
降
減

３１

免
適
用
外
）　
※
応
能
割（
所
得

割
）に
つ
い
て
は
当
分
の
間
、減
免

が
継
続
さ
れ
ま
す
。

国

保

事

業

の 

健
全
運
営
に
向
け
て

　
時
代
の
変
化
に
対
応
し
、将
来

に
わ
た
っ
て
安
定
し
た
国
保
事
業

の
運
営
が
で
き
る
よ
う
に
、国
保

税
の
税
率
な
ど
を
改
定
し
ま
し
た
。

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。
　
詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
民
健

康
保
険
係
☎
４
７
０・７
７
３
３

へ
。

平
成

年
度
市
民
税
・
都
民

平
成　

年
度
市
民
税
・
都
民
税税

３１３１

納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま

納
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通
知
書
を
発
送
し
ま
すす

平
成
平
成　

年
度
国
民
健
康
保
険
税（
国
保
税
）

年
度
国
民
健
康
保
険
税（
国
保
税
）のの

３１３１

税
率
な
ど
が
改
定
に
な
り
ま

税
率
な
ど
が
改
定
に
な
り
ま
すす

〜
厳
し
い
国
保
財
政
に
ご
理
解
と
ご
協
力

〜
厳
し
い
国
保
財
政
に
ご
理
解
と
ご
協
力
をを
〜〜

児
童
手
当
・
児
童
育
成
手
当

　
　
　

現
況
届
の
提
出
を
お
忘
れ
な
く
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表１　税率等改定表

課税限度額均等割額所得割率年度

５８万円
３万２,９００円４.９０％

３０
医療分

６１万円３１

１９万円１万２,７００円
１.９４％３０後期高齢

者支援分 １.９７％３１

１６万円１万４,０００円
１.６１％３０

介護分
１.６７％３１

資料　国民健康保険税計算例

軽減
保険税額収入など

の状況世帯構成の例例 平成３０年度→
平成３１年度

７割１万３,６００円→
１万３,６００円

年金収入
１５０万円

６８歳、
１人で加入１

５割５万２,４００円→
５万２,７００円

給与収入
１２５万円

４５歳、
１人で加入２

２割１４万９,５００円→
１４万９,８００円

年金収入
２６５万円

６８歳、６５歳の
夫婦で加入３

−２６万９,４００円→
２７万円

給与収入
３５０万円

３９歳、３３歳、７歳の
家族３人で加入４

−４７万４,７００円→
４７万７,５００円

給与収入
５００万円

４０歳、４５歳、１０歳、
７歳の家族４人で

加入
５

表１　均等割額の軽減割合
平成３１年度
軽減割合総所得金額等の合計額

８割３３万円以下（被保険者全員が年金収入８０
万円以下で、その他の所得がない）

８.５割３３万円以下で上記以外

５割３３万円＋（２８万円×被保険者の数）以下

２割３３万円＋（５１万円×被保険者の数）以下

※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定す
る対象になります。

※世帯の判定は、当該年度の４月１日時点（年度の途中で制度の対
象になった場合は資格取得日）で行います。

表２　所得割額の軽減割合
（東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減）

平成３０・３１年度軽減割合賦課のもととなる所得金額

５０％１５万円以下

２５％２０万円以下

表３　被扶養者軽減

５割軽減
（加入から２年を経過する月まで）均等割額

掛かりません所得割額


